
１ 届出に必要なもの
〇氏の振り仮名の変更届（戸籍法第107条の３の届）
〇名の振り仮名の変更届（戸籍法第107条の４の届）
（いずれの届書の様式も全国共通です）

２ 届出地と届出の方法
本籍地または所在地の区市町村役場

５ その他

【お問い合わせ先】
葛飾区役所 戸籍住民課 戸籍届出係
03-3695-1111（代表） 内線3224~3226

３ 届出人

氏・名の振り仮名の変更届の手続き

振り仮名の届等により戸籍に記載した振り仮名を変更する場合に届出をしてください。
※家庭裁判所の許可が必要です。

区民事務所では届出
できません。

※本籍地が葛飾区外の場合、戸籍の記載に相当な時間を要しますので、お急ぎで戸籍を請求される
方は本籍地へご提出ください。

〇葛飾区に届け出る場合の窓口
葛飾区役所２階２１７番窓口 戸籍住民課戸籍届出係

〇夜間・休日に届け出る場合の窓口
葛飾区役所１階 夜間・休日受付
※夜間・休日受付では、届書のお預かりのみ行い、審査等は翌営業日以降に行います。

〇氏の振り仮名の変更届：筆頭者（配偶者がいる場合は双方）
（筆頭者がすでに除籍の場合は配偶者が届出できます）
〇名の振り仮名の変更届：本人
未成年の場合は以下の者が届出できます。
１５歳以上１８歳未満：本人または法定代理人（親権者、未成年後見人）
１５歳未満：法定代理人

４ 添付書類

○氏の振り仮名の変更届：変更許可の審判書の謄本および確定証明書
○名の振り仮名の変更届：変更許可の審判書の謄本

〇令和７年５月２６日以降に出生・帰化・国籍取得・就籍で新たに戸籍に記載された者の振り仮名
を変更する場合につきましても家庭裁判所の許可が必要です。

以上の手続きは原則的なものです。ご不明点等ございましたら下記番号にお問い合わせください。
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東京都葛飾区立石五丁目１３番１号
立石荘１０１
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甲 野 太 郎 甲 野 花 子
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審判書の振り仮名を
カタカナで記入

変更前の振り仮名を
カタカナで記入

【届出人の順位】
①戸籍の筆頭者（配偶者がいる場合は双方）
②筆頭者が除籍の場合は配偶者
※届出人が未成年の場合は法定代理人（親権者等）が届出

令和８ ６ １
審判書の許可日を記入

氏の振り仮名の変更届の書き方

一度届出により記載した振り仮名を変更する場合に届出をしてください。
※この届出には家庭裁判所の許可が必要です。審判書の謄本および確定証明書もあわせてご提
出いただきます。
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甲 野 洋 子

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号

立石荘１０２

甲 野
コウノ

03 3695 1111

名の振り仮名の変更届の書き方（本人が１５歳以上）
一度届出により記載した振り仮名を変更する場合に届出をしてください。
※この届出には家庭裁判所の許可が必要です。審判書の謄本もあわせてご提出いただきます。
※１５歳以上１８歳未満の場合は法定代理人からも届出をすることができます。
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甲 野 洋 子

令和８ ６ １

審判書の許可日を記入
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大 輝
ダイキ

ダイキ ヒロキ

✓
2 3 4

✓
3             4            5    

✓

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号

立石荘１０２

東京都葛飾区立石五丁目１３

甲野 洋子

甲 野 洋 子

【届出人】
１５歳未満の場合は法定代理人（親権者または未成年後見人）が届
出人となるため、①は記入せず、②を記入します。法定代理人が複
数いる場合でも、そのうちの１人からの記入で提出が可能です。

①

②

令和８ ６ １

審判書の許可日を記入

名の振り仮名の変更届の書き方（本人が１５歳未満のため法定代理人が届出をする場合）
一度届出により記載した振り仮名を変更する場合に届出をしてください。
※この届出には家庭裁判所の許可が必要です。審判書の謄本もあわせてご提出いただきます。


